
 

 名古屋市男女平等参画推進センター条例の一部を改正する条例をここに公布 

する。 

 

 

 

令和 8  年 3  月30  日 

 

 

名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

 

 

   名古屋市男女平等参画推進センターの一部を改正する条例    

    

名古屋市男女平等参画推進センター条例（平成15年名古屋市条例第38号）の

一部を次のように改正する。 

 第 6  条第 3  項中「により、」の次に「開館時間以外の時間及び」を加える。 

  

附 則 

この条例は、令和 8  年 4  月 1  日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市条例第9号


